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発
起
人
の
権
限
内
の
行
為

発
起
人
は
、
成
立
し
た
会
社
と
同
一
性
を
有
す
る
設
立
中
の
会
社
の
執
行
機
関
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
か
ら
、
発
起
人
が
そ
の
機
関

と
し
て
な
す
行
為
の
効
果
、
即
ち
、

こ
れ
に
よ
り
生
じ
る
権
利
義
務
は
、

設
立
中
の
会
社
、
従
っ
て
、
成
立
し
た
会
社
に
帰
属
す
る
が
、

そ
の
範
囲
は
発
起
人
が
そ
の
機
関
と
し
て
有
す
る
権
限
の
範
囲
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
。
か
か
る
同
一
性
説
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る

が
、
権
限
の
範
囲
を
い
か
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
争
わ
れ
て
い
る
。

設
立
に
必
要
な
行
為

(1) 

設
立
中
の
会
社
の
執
行
機
関
と
し
て
、
株
主
の
募
集
二
七
四
条
)
、
株
式
申
込
証
の
作

発
起
人
は
、

発起人の契約

成
二
七
五
条
ご
項
)
、
株
式
の
割
当
二
七
六
条
)
、
株
式
引
受
人
に
対
す
る
払
込
の
請
求
(
一
七
七
条
一
望
、
株
式
引
受
人
の
失
権
手
続
ご
七

九
条
)
、
創
立
総
会
の
招
集
二
八
O
条
一
望
、
創
立
事
項
の
報
告
二
八
三
条
)
等
を
行
う
権
限
を
有
す
る
こ
と
は
法
の
明
定
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、

そ
の
他
に
も
、
発
起
設
立
の
場
合
に
払
込
金
及
び
現
物
出
資
の
目
的
物
を
受
領
し
こ
七
O
条
一
項
、
一
七
一
一
季
、
募
集
設
立
の
場

A
口
に
現
物
出
資
の
目
的
物
を
受
領
す
る
こ
七
七
条
三
項
、
一
七
三
条
)
等
の
設
立
事
務
を
行
な
う
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
は
争
が
な
い
。
発
起

北法 12(1・49)49 



説

人
は
、
設
立
中
の
会
社
の
執
行
機
関
と
し
て
設
立
事
務
遂
行
の
中
心
的
役
割
を
果
す
者
で
あ
る
か
ら
、
設
立
に
必
要
な
行
為
に
つ
い
て
権

限
を
有
す
る
こ
と
自
体
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
か
か
る
行
為
を
い
か
な
る
範
囲
に
ま
で
及
ば
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
争
が
あ
る
。
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裁
判
所
の
検
査
を
経
た
設
立
費
用
の
範
囲
内
で
、
会
社
の
設
立
に
必
要
な
対
外
的
取
引
行
為
に
つ
い
て
も
権
限
を
有
し
、
従
っ
て
、

発
起
人
は
、
会
社
設
立
の
た
め
の
法
律
要
件
的
行
為
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
定
款
に
記
載
し
、

か
つ
創
立
総
会
の
承
認
ま
た
は

費
用
が
そ
の
限
度
で
会
社
の
負
担
に
帰
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
設
立
費
用
を
生
ず
る
債
務
も
そ
の
限
度
で
会
社
の
成
立
と
同
時
に
乙
れ
に

か
つ
て
は
支
配
的
で
あ
っ
た
J

し
か
し
な
が
ら
、
発
起
人
の
有
す
る
権
限
の

帰
属
し
、
発
起
人
は
義
務
を
免
れ
る
も
の
と
解
す
る
説
が
、

範
囲
の
問
題
、
即
ち
い
か
な
る
範
囲
で
発
起
人
の
な
す
行
為
の
効
果
が
設
立
中
の
会
社
に
帰
属
す
る
か
と
い
う
権
利
義
務
の
帰
属
関
係
の

そ
の
行
為
の
結
果
生
ず
る
費
用
を
い
か
な
る
範
囲
で
設
立
中
の
会
社
ま
た
は
発
起
人
の
計
算
に
帰
せ
し
め
る
べ
き
か
と
い
う
計

算
関
係
の
問
題
と
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
発
起
人
の
対
外
的
行
為
の
効
果
が
会
社
に
帰
属
す
る
か
否
か
と
い
う
権
限
の

問
題
と
、

範
囲
を
、
会
社
内
部
の
問
題
で
あ
っ
て
、

一
般
に
公
示
さ
れ
て
い
な
い
定
款
へ
の
記
載
等
に
よ
っ
て
画
す
る
の
は
、

理
論
的
に
み
て
妥
当

で
な
い
の
み
か
、
実
際
に
も
、
発
起
人
が
会
社
設
立
の
た
め
に
第
三
者
と
な
し
た
契
約
が
多
数
あ
っ
て
、

そ
の
総
額
が
定
款
へ
の
記
載

等
の
な
さ
れ
た
設
立
費
用
の
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
契
約
の
前
後
に
よ
り
、
ま
た
は
按
分
比
例
に
よ
る
と
し
て
も
、
個
々
の
契
約
に
つ

い
て
権
限
の
内
外
を
決
定
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
場
合
も
生
じ
、
か
つ
第
三
者
の
地
位
を
不
安
定
な
ら
し
め
、
取
引
の
安
全
が
甚
だ

し
く
害
さ
れ
る
か
ら
、

か
か
る
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
定
款
へ
の
記
載
等
は
、
内
部
的
な
計
算
関
係
を
定
め
る
た
め
の
基
準
で
あ
る

北法 12(1・50)50 
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の
に
と
ど
ま
り

こ
れ
を
も
っ
て
発
起
人
の
有
す
る
権
限
の
範
囲
を
定
め
る
た
め
の
基
準
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

発起人の契約

凶
出
。
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F
P
C
-
u
町一一日仏〉ロ
E
・
ミ
己
〉
ロ
E
-
H
E
)
は

同
一
性
説
を
否
定
し
、
法
律
上
当
然
の
取
得
説
を
と
る
。
竹
田
・
判
例
評
釈
法
学
論
叢
一
ー
九
巻
六
号
九
五
六
頁
以
下
、
伊
沢
・
注
解
新
会
社
法
ご
六
一
頁
、

西
原
・
会
社
法
九
一
頁
。
小
町
谷
博
士
は
、
定
款
へ
の
記
載
は
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
記
載
が
あ
る
以
上
は
、
創
立
総
会
の
承
認
等
の
有
無
を
問
わ
ず
、

当
然
、
会
社
の
債
務
と
な
る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
(
判
例
商
法
総
則
・
会
社
・
商
行
為
三
六
頁
)
。
大
判
・
明
治
問
了
一
二
・
二

O
氏
録
一
四
輯
三
二

O
頁
、
同
・
明
治
四
三
一
二
ご
・
一
一
己
一
民
録
一
六
輯
九
八
一
一
頁
(
間
判
旨
は
、
成
立
し
た
会
社
が
債
務
を
引
受
け
た
と
き
、
ま
た
は
承
認
し
た
と
き
は
、
債

務
は
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
な
す
が
、
「
引
受
」
ま
た
は
「
承
認
」
と
は
、
設
立
費
用
と
し
て
定
款
に
記
載
3
れ
、
か
つ
創
立
総
会
に
よ
り
承
認
さ
れ

る
こ
と
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
)
、
同
・
昭
和
二
・
七
・
四
民
集
六
巻
四
二
八
頁
。
な
お
、
石
井
等
・
註
解
株
式
会
社
法
第
一
巻
設
立
ご
四
三
頁

及
び
大
隅
「
株
式
会
社
の
成
立
と
権
利
義
務
の
帰
属
L

会
社
法
の
諸
問
題
所
収
四
五
頁
、
四
八
頁
は
、
松
本
博
士
(
日
本
会
社
法
論
一
一
一
九
頁
)
及
び
‘
田

中
博
士
(
改
正
会
社
法
概
論
三
七
七
頁
)
も
こ
の
説
を
採
る
も
の
と
し
て
引
用
す
る
が
、
い
ず
れ
も
、
設
立
費
用
は
定
款
に
記
載
さ
れ
た
範
囲
で
会
社
が

負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
に
と
ど
ま
り
、
設
立
費
用
を
生
じ
る
債
務
が
右
の
範
囲
で
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
と
は
速
断
レ
得
な
い
。
殊
に
田

中
博
士
は
、
定
款
記
載
の
範
囲
に
拘
わ
ら
ず
、
設
立
費
用
を
生
じ
る
債
務
は
会
社
に
帰
属
し
、
右
の
範
囲
は
会
社
と
発
起
人
と
の
間
の
設
立
費
用
の
負
担

に
つ
い
て
の
計
算
関
係
を
定
め
る
も
の
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
(
田
中
っ
発
起
人
責
任
論
」
合
名
会
社
社
員
責
任
論
所
収
一
二
七
三
頁
以
下
、
四
八
一
一

頁
以
下
、
殊
に
、
同
・
改
訂
会
社
法
概
論
上
巻
ご
四
九
頁
)
。

ω
西
本
・
株
式
会
社
発
起
人
論
一
六
五
頁
、
解
良
・
判
民
昭
和
三
年
度
六
六
事
件
評
釈
、
石
井
・
商
法
I
総
則
・
会
社
一
六
七
頁
、
石
井
等
・
前
掲
書
一
一

四
四
頁
、
大
関
・
全
訂
会
社
法
論
上
巻
一
七
ご
頁
、
同
・
前
掲
論
文
四
五
真
、
松
田
・
鈴
木
(
忠
)
・
条
解
株
式
会
社
法
上
一
二
三
頁
以
下
、
北
沢
「
設
立

中
の
会
社
」
株
式
会
社
法
講
座
第
一
巻
一
一
四
七
頁
以
下
。

そ
こ
で
一
部
に
は
、
発
起
人
は
、
会
社
の
設
立
自
体
を
直
接
目
的
と
す
る
行
為
、

qu 

る
定
款
の
作
成
、
及
び
株
式
会
社
と
い
う
特
殊
な
社
団
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
資
本
の
確
定
並
び
に
そ
の
充
実
、

即
ち
社
団
の
設
立
一
般
に
つ
い
て
必
要
と
さ
れ

そ
の
他
創
立
総
会
に
関

北法 12(1・51)51 



説

す
る
一
連
の
行
為
の
よ
う
な
、
会
社
設
立
の
た
め
の
法
律
要
件
的
行
為
に
つ
い
て
の
み
権
限
を
有
し
、
か
か
る
行
為
を
な
す
た
め
に
事
実

上
必
要
と
な
る
対
外
的
取
引
行
為
に
つ
い
て
は
権
限
を
有
し
な
い
と
す
る
、
有
力
な
小
数
説
が
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
発
起

論

人
は
、

そ
の
効
果
と
し
て
会
社
が
当
然
に
設
立
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
権
限
を
有
さ
ず
、
定
款
へ

の
記
載
、
検
査
役
の
検
査
、
創
立
総
会
の
承
認
等
の
な
さ
れ
た
財
産
引
受
、
発
起
人
に
対
す
る
特
別
利
益
の
賦
与
・
報
酬
の
支
払
・
設
立

費
用
の
補
償
の
ご
と
き
例
外
を
除
け
ば
、
会
社
は
発
起
人
の
行
為
に
よ
り
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
債
務
は
負
担
し
な
い
こ

と
と
な
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
発
起
人
の
権
限
を
制
限
し
な
け
れ
ば
、
会
社
は
な
る
べ
く
義
務
を
負
担
し
な
い
で
成
立
す
べ
き
で

あ
る
と
す
る
法
の
目
的
が
害
さ
れ
る
と
主
張
す
る
の
は
、
考
慮
に
価
し
得
て
も
、
発
起
人
の
な
す
取
引
行
為
は
、
会
社
設
立
の
た
め
に

事
実
上
必
要
で
あ
っ
て
も
、
客
観
的
に
み
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
は
解
し
難
い
と
す
る
の
は
、
現
実
を
無
視
し
た
あ
ま
り
に
も
観
念
的

乙
の
立
場
が
、

な
議
論
で
あ
る
。
乙
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
発
起
人
は
、
現
物
出
資
の
目
的
物
を
受
領
す
る
権
限
を
有
し
な
が
ら
、
現
物
出
資
の
調
査
を
依

頼
し
、
受
領
し
た
目
的
物
を
管
理
保
存
す
る
た
め
に
必
要
な
契
約
を
第
三
者
と
締
結
す
主
権
限
を
有
せ
す
、
管
理
保
存
行
為
の
な
さ
れ
た

目
的
物
は
設
立
中
の
会
社
に
帰
属
し
て
い
な
が
ら
、
か
か
る
契
約
の
効
果
は
こ
れ
に
帰
属
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
、
発
起

人
は
、
銀
行
ま
た
は
信
託
会
社
と
払
込
取
扱
の
委
託
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
し
、
会
社
は
と
れ
に
よ
り
権
利
を
取
得
す
る
が
、
手
数

料
支
払
債
務
の
負
担
に
つ
い
て
は
権
限
を
有
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
発
起
人
は
、
設
立
中
の
会
社
の
執
行
機
関
と
し
て
、
任
務

を
慨
怠
す
る
と
き
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
(
商
法
一
九
三
条
一
項
)
、

と
の
立
一
場
に
よ
っ
て
も

任
務
の
内
容
と
し

て
は
、
会
社
の
成
立
要
件
的
行
為
の
み
な
ら
ば
、

が
、
発
起
人
は
か
か
る
行
為
を
行
な
う
任
務
を
負
い
な
が
ら
、

と
れ
を
な
す
た
め
に
事
実
上
必
要
な
行
為
も
入
る
も
の
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

乙
れ
を
行
な
う
権
限
は
有
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

北法 12(1・52)52 



乙
の
立
場
を
と
っ
て
も
、
結
局
、
発
起
人
の
な
す
会
社
設
立
の
た
め
に
必
要
な
取
引
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
権
利
は
設
立
中
の
会
社
に

帰
属
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
一
の
行
、
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
義
務
は
こ
れ
に
帰
属
し
な
い
と
解
す
る
の
は
、

合
理
的
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
相
手
方
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
見
解
は
、
結
局
、

発
起
人
が
会
社
設
立
の
た
め
に
す

る
対
外
的
取
引
行
為
に
つ
い
て
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
、
事
務
管
理
又
は
法
律
上
当
然
の
取
得
等
の
構
成
を
と
る
の
と
ほ
と
ん
ど

得異
なな
いすら
w な

こ

と
と
な
り

そ
れ
で
は
設
立
中
の
会
社
を
認
め
る
意
義
は
半
ば
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、

か
か
る
見
解
に
も
賛
成
し

発起人の契約

山

F
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L
M
S
S
P
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E
H同o
n
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〉
r己目ロ問。
ω
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-mnrえ
お
P
H山内山
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Y
ω

お
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同
-
F
ω
・
怠
ωw
岡山。ロ回出《
Y
D
S
M
N
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Z
L
m
H
〉
宮
町
口
問
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お
P

ω・
ω∞∞ロ・

ω
・
叶
∞
∞
?
回
同
O
L
B恒
国

P
K
F
Z目。ロ
z
n
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u
間

NCφ

〉ロ
B
-
y
y
、H，
2
n
r
B
E
g
E相
内

GALM-aw
〉
}
2
5ロ開
2
2
N
-
一WUA炉
開
ユ
-
U
ロ
・
開
ユ
-
P
P

F
ロ自
E
n
r
-
E
E円
F
〉
宮
山
何
回
開
S
E
N
-
即
位
〉
ロ
日
-
H
F
E
M
E
-
N
w
k
f
c
c
L
g
t〈巳
r
o
-
2・
〉
r
t
g
m
2
2
N
-
即
位
〉
ロ
E
-
N
F
K戸
ロ
日
・
串
・
但
し
、

同
2
2
L
(担
-
F
。
-wω-Nお

F
ω
-
u
S
F
)
w
切臼ロ
B
E円}回目白ロ
2
r
(
p
p
。
-L山
Nφ

〉
ロ
ヨ
・

ωw
聞
広
〉
ロ
E-H)
は
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
説
、

F
a吉田ロロ(白・白・
9
・閉

N。
。
〉
ロ
ヨ
-
Y
国

-
F
Y
〉
ロ
日
・

Nwm)w
吋

E
n
y
g
gロ
・
問
。
伶
正
問

(
p
p
。
-w
聞
に

HWH「
ωw
円)
W
C
C
仏国ロ自宅巳
ro-s
二倍
-
p

o--
一即日広

KFロ
5
・
N
F
K
Fロ
B-AH)
は
法
律
上
当
然
の
取
得
説
を
と
り
、
同
一
性
説
に
反
対
し
て
い
る
。
。
H内閣間
2
(同ω同時ロロ間
2
2
E
-
5
2
2
v
o
F
島
常

〈

OH問。印
m
E
R
V陣
営

ω-AF∞
T
ω
-
g
r
ω
・
2
同-w
己・

ω
-
S
)
は
、
同
一
性
説
を
徹
底
さ
せ
、
会
社
の
成
立
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
創
立
(
何
日
n
Z
E開)

後
は
、
そ
の
機
関
の
権
限
は
何
ら
制
限
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
将
来
の
債
権
者
や
社
員
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、
発
起
人
叉
は
創
立
前
の
機
関

は
一
般
に
権
限
を
有
し
な
い
が
、
変
態
設
立
事
項
と
し
て
定
款
に
記
載
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
の
み
権
限
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
西
本
・
前
掲
書
二
ハ

O
頁
、
同
-
会
社
法
ご
六
七
頁
以
下
、
長
岡
「
会
社
の
負
担
に
帰
す
べ
き
設
立
費
用
L

民
商
法
雑
誌
一
ご
巻
五
号
八
一
二
三
頁
以
下
、
六
号
一

O
一
三
頁
以

下
、
石
井
・
前
掲
書
一
六
五
頁
以
下
、
石
井
等
・
前
掲
書
ご
四
四
頁
以
下
、
鴻
「
株
式
会
社
の
設
立
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
六

O
年
三
月
号
三
七
頁
。

間
長
岡
・
前
掲
論
文
八
三
回
頁
以
下
。
し
か
し
発
起
人
の
申
請
に
も
と
ず
つ
い
て
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
検
査
役
に
報
酬
を

支
払
う
べ
き
旨
を
会
社
に
命
じ
う
る
の
で
あ
っ
て
(
非
訟
事
件
手
続
法
二
一
九
条
ノ
三
)
、
報
酬
支
払
債
務
は
、
会
社
が
成
立
後
こ
れ
を
負
担
す
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
発
起
人
の
申
請
に
も
と
e

つ
い
て
選
任
さ
れ
た
検
査
役
が
設
立
段
階
に
お
い
て
な
し
た
行
為
に
対
す
る
報
酬
の
支
払
債
務
で
あ
る
か
ら
、
設

立
中
の
会
社
乃
至
成
立
後
の
会
社
は
発
起
人
の
行
為
に
よ
り
何
等
債
務
を
負
担
し
な
い
と
い
う
見
解
は
、
規
定
よ
も
破
綻
を
き
た
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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説

問
、
り
円
高
官
ア
阻
み
・
。

-wω
・
&
・
参
照
。

凶
長
岡
・
前
掲
論
文
八
四

O
頁。

間
長
岡
・
前
掲
論
文
八
三
五
頁
。

附
石
井
等
・
前
掲
書
コ
四
四
頁
及
び
四
六
八
頁
。

間
例
え
ば
、
株
式
申
込
証
の
印
刷
の
依
頼
、
設
立
事
務
所
の
賃
借
、
文
房
具
の
購
入
等
の
行
為
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
申
込
証
、
事
務
所
の
賃
借
権
、
文

房
具
等
は
設
立
中
の
会
社
の
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

附
大
隅
・
前
掲
論
文
四
五
頁
以
下
。

聞
こ
の
他
に
、
長
岡
教
授
は
、
発
起
人
と
取
引
す
る
第
三
者
は
発
起
人
個
人
を
信
用
し
て
こ
れ
と
取
引
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
発
起
人

の
取
引
行
為
に
つ
い
て
の
権
限
を
否
定
す
る
(
前
錫
論
文
八
三
九
頁
)

o

大
判
・
大
正
二
ニ
・
二
了
ご
新
聞
三
三
四
八
号
六
頁
も
同
じ
考
え
方
を
と
る
。
し

か
し
そ
の
根
拠
が
、
相
手
方
は
常
に
発
起
人
の
み
を
信
用
し
得
る
と
す
る
万
が
相
手
方
を
保
護
す
る
た
め
に
適
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
は
い
え
な
い
(
大
隅
・
前
掲
論
文
四
七
頁
)
。
更
に
、
誰
を
信
用
し
得
る
か
、
即
ち
、
誰
に
責
任
を
負
わ
レ
め
る
べ
き
か
と
い
う
乙

と
か
ら
直
ち
に
発
起
人
の
権
限
の
範
囲
を
決
定
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。

西
本
博
士
は
、
発
起
人
が
第
三
者
と
取
引
行
為
を
す
る
と
き
は
発
起
人
個
人
の
名
に
お
い
て
な
す
も
の
と
レ
て
、
発
起
人
の
取
引
行
為
に
つ
い
て
の
権

限
を
否
定
す
る
が
(
前
掲
書
二
ハ
ム
ハ
頁
)
、
後
述
の
よ
う
に
、
甲
会
社
発
起
人
乙
と
し
て
行
為
す
る
限
り
、
乙
は
甲
の
名
に
お
パ
い
て
行
為
す
る
も
の
と
云
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
行
為
の
形
式
の
問
題
と
、
権
限
の
範
囲
の
問
題
と
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
長
岡
教
授
は
、
設
立
費
用
は
本
来
発
起
人
の
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
発
起
人
は
設
立
費
用
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
会
社
の
設
立

に
事
実
上
必
要
な
行
為
に
つ
い
て
は
権
限
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
(
前
掲
論
文
人
一
二
四
頁
以
下
及
び
八
一
二
八
頁
以
下
)
。
し
か
し
後
述
の
よ
う
に
、
設
立

費
用
は
、
本
来
は
会
社
の
負
担
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
更
に
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
計
算
の
帰
属
関
係
と
権
利
義
務
の
帰
属
関
係
と
は
区
別
し
て

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論

(4) 

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
、
発
起
人
ば
会
社
設
立
の
た
め
に
法
律
上
、
経
済
上
必
要
な
一
切
の
行
為
に
つ
い
て
権
限
を
有
す

る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
発
起
人
が
対
外
的
取
引
行
為
を
な
し
た
場
合
に
も
、
そ
れ
が
会
社
の
科
立
に
必
要
な
も
の
で
あ

し
か
し
、
具
体
対
に
あ
る
行
為
が
設
立
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
必

れ
ば
、

そ
の
行
為
の
効
果
は
設
立
中
の
会
社
に
帰
属
す
る
。
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ず
し
も
明
か
で
な
い
場
合
も
あ
る
吃
例
え
ば
、
発
起
人
の
な
す
事
務
所
の
借
入
、
事
務
員
の
一
雇
傭
、
文
房
具
・
備
品
の
購
入
、
金
銭
の
借

入
等
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
会
社
の
設
立
に
必
要
な
行
為
と
し
て
も
、
営
業
開
始
の
た
め
に
必
要
な
行
為
と
し
て
も
な
さ
れ
う
る
し
、

更
に
発
起
人
が
乙
れ
を
個
人
的
目
的
の
た
め
に
な
す
場
合
も
あ
ろ
う
。
か
か
る
場
合
に
は
、
発
起
人
の
主
観
乃
至
行
為
の
動
機
に
よ
ら
ず

発
起
人
が
会
社
設
立
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
明
示
的
又
は
黙
示
的
に
示
し
て
な
し
た
か
否
か
を
合
心
て
、
行
為
に
際
し
て
の
客
観
的
事
情

そ
の
行
為
を
発
起
人
の
権
限
内
と
解
す
べ
き
か
否
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
も
と
ず
い
て
、

出

ω
g戸
Y
F
P

。-v間N
{
)
。
〉
回
目
・
日
ロ
-
k
rロ
自
・
吋
抽
出

ω
n
r
2
0
5
〉
r
t
g開
20-rn宮
内

片

山

山

-
H
H
p
gィ
庄
山
口

P
Z
E
M号
}
白

2
7
F
H
J仏
N
-

∞
・
日
吋
同
・

れ
は
現
在
わ
が
国
に
お
け
る
支
配
的
見
解
で
あ
る
。
解
良
二
別
掲
判
例
評
釈
一
ニ
一
二
頁
、
鈴
木
「
発
起
人
し
岩
波
法
律
学
辞
典

w
一
一
五
三
九
頁
以
下
(
な

お
同
・
会
社
法
五
一
頁
参
照
)
、
田
中
・
改
訂
会
社
法
概
論
上
巻
二
四
九
一
氏
、
大
隅
・
前
掲
論
文
四
七
頁
、
同
・
前
掲
書
一
七
一
一
頁
以
下
、
松
岡
・
会
社
法

続
論
八
一
一
頁
及
び
九
ご
頁
、
松
田
I
鈴
木
・
前
掲
書
三
一
三
頁
以
下
、
北
沢
・
前
掲
論
文
ご
二
ご
頁
以
下
及
び
二
四
八
頁
以
下
。

凶
長
岡
教
授
は
、
発
起
人
が
会
社
設
立
の
た
め
に
す
る
取
引
行
為
は
客
観
的
に
見
て
設
立
に
必
要
な
行
為
と
は
解
し
難
く
、
会
社
設
立
の
た
め
に
す
る
と

い
う
の
は
行
為
の
縁
由
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
こ
の
点
を
も
浬
出
と
し
て
、
取
引
行
為
に
つ
い
て
の
発
起
人
の
権
限
を
一
般
に
否
定
す
る
(
前
掲
論
文
八
四

O
頁)。

同
豊
崎
・
判
民
昭
和
一
四
年
度
三
一
一
事
件
評
釈
一
一
一
頁
。

(5) 

発
起
人
が
、
設
立
中
の
会
社
の
機
関
と
し
て
、

そ
の
権
限
の
範
囲
内
の
取
引
行
為
を
す
る
と
き
は
、

そ
の
効
果
は
設
立
中
の
会
社

に
帰
属
す
る
が
、
同
じ
性
質
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
発
起
人
が
個
人
と
し
て
な
し
た
場
合
に
は
そ
の
効
果
が
設
立
中
の
会
社
に
帰
属
す
る

発起人の契約

こ
と
は
な
い
Q

そ
こ
で
、
発
起
人
が
会
社
の
設
立
に
必
要
な
取
引
行
為
ま
た
は
所
謂
開
業
準
備
行
為
を
な
す
場
合
に
、

設
立
中
の
会
社
の

機
関
と
し
て
、
従
っ
て
設
立
中
の
会
社
の
名
に
お
い
て
な
し
た
の
か
、
発
起
人
組
合
の
組
合
員
と
し
て
、

従
っ
て
発
起
人
組
合
の
名
に
お

い
て
(
組
合
代
理
と
し
て
)
な
し
た
の
か
、
ま
た
は
発
起
人
個
人
の
名
に
お
い
て
な
し
た
の
か
を
峻
別
し
、

こ
れ
に
よ
り
効
果
の
帰
属
主

体
が
誰
で
あ
る
か
、
ま
た
は
誰
を
本
入
、
と
す
る
無
権
代
理
行
為
が
な
さ
れ
た
か
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
あ
幻
し
か
し
、
実
際
に

乙
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説

は
発
起
人
総
代
と
い
う
肩
書
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く

こ
の
立
場
に
よ
れ
ば

乙
の
場
合
に
設
立
中
の
会
社
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ

た
の
か
、
発
起
人
組
合
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
か
は
、
契
約
当
一
事
者
の
意
思
解
釈
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

論

明
示
的
に
せ
よ
黙
示
的
に
せ
よ

発
起
人
と
し
て
行
為
す
る

し
か
し
な
が
ら

か
か
る
形
式
上
の
区
別
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。

も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、
発
起
人
組
合
の
組
合
員
と
し
て
な
す
の
か
、
設
立
中
の
会
社
の
執
行
機
関
と
し
て
な
す
の
か
い
ず
れ
で
あ
る
か

一
般
に
設
立
中
の
会
社
の
発
生
前
は

発
起
人
組
合
の
組
合
員
と
し
て
‘
発
生
後
は
設
立
中
の
会
社
の
執
行
機
関
と
し
て
な
す
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
そ
の
発

が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
も
し
両
者
の
資
格
に
お
い
て
な
し
た
も
の
と
解
し
得
な
い
な
ら
ば
、

生
後
は
、
設
立
事
務
遂
行
の
中
心
的
役
割
は
、

そ
の
執
行
機
関
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
発
起
人
と
し
て
行
為
し
た
も
の
と
解
し
得
な
い
場
合
に
の
み
、
個
人
の
名
に
お
い
て
な
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、

発
起
人
が
単
に
取
引
行
為
に
当
っ
て
会
社
を
設
立
中
で
あ
る
旨
を
一
ボ
す
だ
け
で
は
、

ま
だ
発
起
人
と
し
て
な
す
も
の
と
は
い
い
難
く
、
個

人
の
名
に
お
い
て
な
す
も
の
と
解
す
べ
き
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
ο

川
北
沢
・
前
掲
論
文
ご
一
一
五
頁
以
下
。

凶
発
起
人
が
甲
会
社
発
起
人
総
代
乙
と
し
て
株
式
引
受
人
そ
の
他
の
第
三
者
と
行
為
を
な
す
と
き
は
、
発
起
人
乙
は
設
立
中
の
会
社
甲
の
執
行
機
関
と
し

て
甲
の
名
に
お
い
て
な
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
閉
会
社
の
発
起
人
た
る
表
示
を
も
う
て
、
単
に
乙
の
有
す
る
社
会
的
地
位
を
一
不
す
一
一
肩
書
と
解
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
れ
は
代
表
関
係
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
ノ
て
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
は
、
甲
会
社
発
起
人
乙
と
し
て
行
為
す
る
こ
と
は
、
丙
会
社
代
表
取

締
役
丁
と
し
て
行
為
す
る
場
合
と
何
等
異
な
る
と
ζ

ろ
は
必
い
。

(6) 

発
起
人
の
権
限
内
の
行
為
に
よ
っ
て
設
立
中
の
会
社
、
従
っ
て
、
成
立
し
た
会
社
は
債
務
を
負
担
す
る
が
、

そ
の
弁
済
の
費
用
が

定
款
へ
の
記
載
等
の
な
さ
れ
た
設
立
費
用
の
範
囲
を
越
え
る
と
き
は
、
発
起
人
に
対
し
て
超
過
額
を
求
償
し
得
る
し
、
ま
た
発
起
人
が
立

替
て
支
払
っ
た
と
き
は
、
そ
の
範
囲
内
で
会
社
に
求
償
し
得
る
。
発
起
人
が
権
限
内
の
行
為
を
設
立
中
の
会
社
の
機
関
と
し
て
な
さ
な
か

‘ミ当低t
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っ
た
場
合
に
は
、
債
務
は
設
立
中
の
会
社
に
帰
属
し
な
い
が
、
発
起
人
は
そ
の
債
務
を
履
行
す
る
に
要
し
た
費
用
を
、
同
様
に
右
の
設
立

費
用
の
範
囲
内
で
会
社
に
求
償
し
得
る
。

設
立
費
用
の
計
算
上
の
負
担
関
係
が
、
定
款
に
記
載
し
厳
重
な
検
査
手
続
を
経
た
「
設
立
費
用
」
の
範
囲
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
理
由

事
作

は
、
一
般
に
設
立
費
用
を
生
じ
る
行
為
に
よ
っ
て
斎
ら
さ
れ
る
利
益
は
設
立
中
の
会
社
乃
至
成
立
し
た
会
社
に
帰
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

寸ー

そ
れ
に
要
す
る
費
用
も
本
来
乙
れ
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
が
、
た
だ
無
制
限
に
こ
れ
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
会
社
の
財
産
的
基
礎
が
害

さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、
取
締
交
が
設
立
登
記
の
た
め
こ
支
出
す
る
税
額
ま
濫
用
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ

L

J

J

1

;

ー

っ
て
、
こ
こ
に
所
謂
「
設
立
費
用
」
に
入
ら
ず
、
当
然
に
会
社
の
負
担
K
帰
す
る
。
か
か
る
制
度
に
よ
っ
て
、
発
起
人
の
権
限
を
会
社
の

設
立
に
必
要
な
一
切
の
行
為
に
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
険
よ
り
、
会
社
の
財
産
的
基
礎
は
ま
も
ら
れ
る
。

な
お
、
会
社
の
負
担
に
帰
す
る
設
立
費
用
の
範
囲
を
後
に
な
っ
て
拡
大
し
得
る
か
が
問
題
と
な
る
。
設
立
段
階
に
お
い
て
は
、
発
起
設

立
の
場
合
に
は
、
発
起
人
全
員
の
同
意
に
よ
っ
て
定
款
を
変
更
し
、
公
証
人
の
認
証
を
受
け
、
検
査
手
続
を
と
れ
ば
、
可
能
で
あ
ろ
う
。
、.‘.、.

『
新
築
設
立
の
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
法
一
株
式
法
一
云
)
条
一

O
項
)
の
よ
う
な
規
定
の
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
創
立
総
会
に
お
け
る
出
席
し

た
株
式
引
受
人
の
全
員
一
致
の
決
議
で
は
た
り
な
い
が
、
株
式
引
受
人
全
員
の
同
意
を
え
て
定
款
を
変
更
し
、
公
証
人
の
認
証
を
受
け
、

検
査
手
続
等
が
と
ら
れ
れ
ば
、

発起人の契約

そ
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
持
い
し
か
し
設
立
費
用
の
範
囲
の
拡
大
は
、
設

立
段
階
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
会
社
の
成
立
後
も
、
後
述
の
如
き
財
産
引
受
と
同
じ
考
え
方
か
ら
、
事
後
設
立
の
要
件
を
充
せ
ば
濫
用

に
よ
り
会
社
の
財
産
的
基
礎
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て

こ
れ
を
可
能
と
解
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
@

(2) (1) 

田
中
・
前
掲
書
一
一
一
九
八
頁
、
鈴
木
・
前
掲
書
五
一
頁
。

鈴
木
・
前
掲
書
五
一
頁
。
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(3) 

乙
の
場
合
に
発
起
人
は
、
設
立
中
の
会
社
の
構
成
員
と
し
て
定
款
を
変
更
す
る
。

開
業
準
備
行
為

m
W
4
発
起
人
は
、
会
社
の
設
立
に
必
要
な
行
為
に
と
ど
ま
ら
ず
、
開
業
準
備
行
為
に
つ
い
て
も
権
限
を
有
す

f¥ 
で
あ
ろ

ζ

の
点
に
つ
い
て
は
、
所
謂
財
産
引
受
に
関
す
る
規
定
(
商
法
一
六
八
条
一
項
六
号
)
が
存
す
る
に
と
ど
ま
る
。

財
産

引
受
と
は
、
発
起
人
が
設
立
中
の
会
社
の
た
め
、
従
っ
て
成
立
し
た
会
社
の
た
め
、
会
社
の
成
立
を
条
件
と
し
て
、
特
定
の
財
産
を
譲
受

け
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
い
い
、

乙
れ
は
会
社
の
開
業
準
備
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
会
社
の
設
立
に
必
要
な
も
の
で

は
な
い
。
こ
の
規
定
は
、

昭
和
二
二
年
の
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
立
法
理
由
と
し
て
は
、

従
来
、
財
産
引
受
類

似
の
契
約
を
締
結
し
、

乙
の
契
約
上
の
債
権
と
株
金
払
込
債
務
と
を
相
殺
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
現
物
出
資
に
関
す
る
規
定
の
適

こ
れ
を
旺
止
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
同
様
の
理
由
か
ら
、
事
後
設
立
に
関

用
を
回
避
す
る
脱
法
的
な
事
例
が
続
発
し
た
た
め
、

す
る
規
定
(
商
法
ご
六
四
条
)
も
新
設
さ
れ
た
。

こ
の
財
産
引
受
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
る
以
前
に
は
、
財
産
引
受
を
も
含
め
て
、
所
謂
開
業
準
備
行
為
一
般
に
つ
い
て
、
発
起
人

そ
の
理
由
は
、
当
時
の
同
一
性
説
の
立
場
に
立
つ
も
の
は
、
読
立
中
の
会
社
は
会
社
の
設
立
を
目

の
権
限
は
一
般
に
否
定
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
執
行
機
関
た
る
発
起
人
の
権
限
は
当
然
に
会
社
の
設
立
に
必
要
な
行
為
に
限
ち
れ
.
所
謂
開
業

準
備
行
為
に
は
及
び
得
な
い
も
の
と
す
る
い
し
か
し
、
法
律
上
当
然
の
取
得
説
に
立
つ
も
の
は
、
一
般
に
、
商
法
一
仏
規
定
の
存
し
な
い
と

と
、
お
よ
び
現
物
出
資
の
規
定
を
潜
脱
す
る
と
と
に
な
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
の
み
で
、
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
な
い
。

的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、

発
起
人
の
な
す
財
産
引
受
を
有
効
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
と
い
う
構
成
を
と
る
も
の
で
あ
っ
て
、

発
起
人
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
る
権
利
義
務
が
共
に
会
社
に
帰
属
す
る
に
至
る
か
否
か
と
い
う
発
起
人
の
権
限
の
問
題
と
は
、
別
個
の
問

題
で
あ
る
。
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司
吋
れ
に
し
て
も
、
現
行
法
上
は
、
定
款
へ
の
記
載
、
検
査
役
の
検
査
等
の
手
続
を
と
れ
ば
、
発
起
人
は
財
産
引
受
を
な
す
権
限
を
有

す
る
こ
と
は
商
法
の
規
定
か
ら
明
か
で
あ
り
、
他
面
、
と
れ
ら
の
子
続
を
と
ら
な
い
か
ぎ
り
、
発
起
人
は
、
財
虚
引
受
を
含
め
て
、

に
所
謂
開
業
準
備
行
為
に
つ
い
て
は
権
限
を
有
し
な
い
こ
と
は
通
説
、
判
例
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ロ
レ
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
財
産
引

受
の
規
定
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
通
説
た
る
同
一
性
説
の
立
場
を
と
る
も
の
の
あ
い
だ
で
も
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

多
数
説
に
よ
れ
ば
、
設
立
中
の
会
社
は
会
社
の
設
立
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
執
行
機
関
士
る
発
起
人
の
権
限
は
、
本

来
、
会
社
の
設
立
に
必
要
な
行
為
に
限
ら
れ
、
従
っ
て
、
財
産
引
受
の
よ
う
に
、
会
社
の
設
立
自
体
に
関
せ
ず
、
会
社
成
立
後
の
営
業
開

始
を
準
備
す
る
た
め
の
行
為
に
つ
い
て
は
権
限
を
有
し
得
な
い
が
、
法
は
、
実
際
の
必
要
上
、
厳
重
な
要
件
の
も
と
に
特
に
こ
れ
を
許
容

し
た
も
の
と
す
る
h

か
か
る
立
場
に
立
て
ば
、
財
産
引
受
に
関
す
る
規
定
位
厳
格
に
解
寸
J
Kぞ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
「
会
社
ノ
成
立
後
譲

発起人の契約

受
ク
ル
ゴ
ト
ヲ
約
シ
タ
ル
財
産
」
(
商
法
一
六
八
条
一
項
六
号
)
と
は
、
売
買
の
み
な
ら
ず
、
請
負
、
交
換
等
の
方
法
に
よ
り
う
る
と
し
て
も
、
こ

れ
ら
の
方
法
に
よ
り
成
立
後
の
会
社
が
財
産
を
取
得
す
る
場
合
ピ
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
内
判
型
中
の
会
社
は
、
単
に
、
会
社
の
設
立
の
み
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
会
社
と
し
て
成
立
し
て
営
業
を
行

な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

3
、
従
っ
て
、
そ
の
存
在
範
囲
た
る
権
利
能
力
を
劃
す
る
目
的
は
、
成
立
後
の
会
社
と
同
一
で
あ
る
。

1
1」

も
っ
と
も
、
設
立
中
の
会
社
は
、
会
社
と
し
て
成
立
す
べ
き
過
渡
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
未
登
記
の
会
社
と
し
て
恒
久
的
に
存
在
す
べ
き

も
の
で
は
な
い
か
ら
、
営
業
行
為
は
会
社
と
し
て
成
立
し
た
上
で
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
司
っ
て
、
執
行
機
関
た
る
発
起
人
の
権
限
は

本
来
、
設
立
に
必
要
な
行
為
に
は
限
ら
れ
な
い
が
、
営
業
行
為
に
は
及
ば
れ
勺
会
社
が
成
立
と
同
時
ピ
営
業
を
開
始
し
う
る
た
め
の
準
備

行
為
に
と
ど
ま
る
も
の
と
考
え
お
U
し
か
し
、
設
立
中
の
会
社
は
ま
だ
紺
識
が
完
成
さ
れ
ず
、
発
起
人
の
活
動
を
充
分
に
監
督
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
か
ら
、
設
立
中
の
会
社
の
自
治
に
ま
か
せ
て
、
発
起
人
の
権
限
を
無
制
限
に
認
め
る
と
、

そ
の
濫
用
の
た
め
、
不
当
な
評
価 時党

r、
そ
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等
に
よ
っ
て
不
当
に
不
利
な
内
容
の
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
た
め
に
、
商
法

そ
の
財
産
的
基
礎
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

論

会
社
の
設
立
に
直
接
必
要
で
な
い
開
業
準
備
行
為
に
つ
い
て
は

充
す
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

特
に
定
款
へ
の
記
載
、
精
査
等
の
厳
重
な
要
件
を

は
こ
れ
を
制
限
し

と
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
は
、
財
産
の
贈
与
を
受
け
る
と
と
は
も
と
よ
り
、
営
業
免
許
、
特
許
権
等
の
申
請
を
な
す
乙
と
等
の
よ
う
に
、

濫
用
に
よ
り
幣
警
の
生
じ
る
お
そ
れ
の
な
い
行
為
に
つ
い
て
は
、
定
款
へ
の
記
載
等
の
要
件
を
充
す
こ
と
を
要
せ
ず
に
、
発
起
人
は
権
限

を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
「
会
社
の
譲
受
く
る
財
産
」
に
つ
い
て
も
、
多
数
説
の
よ
う
に
厳
格
に
解
す
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
定
款
へ
の

記
載
等
の
厳
重
な
要
件
を
充
す
と
と
に
よ
り
、
濫
用
に
よ
る
幣
害
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
は
、
財
産
の
賃
借
、
製
品
の
供
給
契
約
、

使
用
人
の
雇
傭
、
資
金
の
借
入
等
に
つ
い
て
も
権
限
を
有
す
る
も
の
と
解
し
得
べ
く
、
「
財
産
引
受
」
と
は
開
業
準
備
行
為
一
般
に
及
び
得

る
こ
と
と
な
る
。

山
司
法
省
民
事
局
編
・
商
法
中
改
正
法
律
案
理
白
書
(
総
則
・
会
社
)
九
一
頁
、
田
中
・
改
正
商
法
及
び
有
限
会
社
法
解
説
一
ゴ
一
三
頁
、
最
高
判
・
昭
和

一
一
八
・
二
一
・
三
最
高
民
集
七
巻
二
一
号
一
一
一
九
九
頁
、
東
京
地
判
・
昭
和
三
三
・
五
・
ご
六
下
級
民
集
九
巻
五
号
八
九

O
頁。

ω
司
法
省
民
事
局
編
・
前
掲
喬
二
ニ
四
頁
。

同
問
中
・
前
掲
論
文
三
七
四
頁
以
下
、
同
・
会
社
法
概
論
一
二
四
八
頁
、
鈴
木
・
判
民
昭
和
一

0
年
度
六
八
事
件
評
釈
。

川
畑
松
波
・
日
本
会
社
法
論
四
五

O
頁
、
柳
川
・
改
正
商
法
論
綱
一
一
ニ
八
頁
、
西
本
・
会
社
法
ご
六
七
頁
、
竹
田
・
商
法
判
例
批
評
第
一
巻
一
九
事
件
、
松

本
・
商
法
判
例
批
評
録
一
一

O
事
件
。
し
か
し
松
本
博
士
は
、
発
超
人
は
設
立
事
務
を
執
行
す
る
機
関
た
る
に
止
ま
り
、
会
社
の
た
め
に
設
立
事
務
の
範
囲

を
脱
却
す
る
行
為
を
な
す
権
限
を
有
し
な
い
、
と
す
る
。
同
趣
旨
、
山
尾
・
判
民
大
正
二
二
年
'
度
一
七
事
件
評
釈
。
大
判
・
明
治
四
了
三
・
ご

O
民
鎌
一

回
輯
三
ご

O
頁
、
同
・
大
正
二
ニ
・
一
了
ご
四
新
聞
ご
三
五
四
号
一
七
頁
、
同
・
昭
和
七
二
ご
・
ご
四
法
学
三
巻
八
三
七
頁
、
同
・
昭
和
一

0
・
四
・
一
九

民
集
一
四
巻
一
一
三
四
頁
(
な
お
、
こ
の
判
決
は
、
営
業
準
備
費
は
設
立
費
用
と
異
な
り
会
社
の
負
担
に
帰
ぜ
し
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て
い
る
が

l
l従
7

て
、
費
用
の
負
担
と
い
う
計
算
関
係
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
お
り
、
権
利
義
務
の
帰
属
関
係
と
い
う
発
起
人
の
対
外
的
行
為
に
つ
い
て
の
権

限
の
問
題
と
し
て
は
と
ら
え
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
ぷ
1
1
1
、
結
局
、
財
産
購
入
費
と
株
金
払
込
債
務
と
を
相
殺
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
お
り
、
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発起人の契約

そ
の
趣
旨
は
、
発
超
人
の
な
す
開
業
準
備
行
為
は
、
設
立
に
必
要
な
行
為
と
異
な
り
、
会
社
の
行
為
と
な
り
得
ず
、
こ
れ
に
よ
り
会
社
は
債
務
を
負
担
す

る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
発
起
人
の
権
限
の
問
題
を
前
提
と
し
て
考
え
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
J
、
同
・
昭
和
一
了
コ
了
一
人
民
集
一
五
巻
四
九
一
頁
。

聞
大
判
・
昭
和
八
・
二
一
・
一
人
民
集
二
一
巻
ご
八
六
一
頁
。

剛
志
田
・
日
本
商
法
論
会
社
上
巻
一
六
一
一
一
頁
以
下
及
び
一
七
一
頁
以
下
、
大
判
・
明
治
三
六
・
一
二
・
一

O
民
録
九
輯
一
一
九
九
頁
。

m
他
に
も
、
財
産
引
受
の
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
と
も
解
さ
れ
る
判
例
が
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
コ
大
決
・
大
正
二
ニ
・

一
一
・
一
五
刑
集
づ
一
巻
一
一
一
一
頁
、
大
判
・
昭
和
九
・
一
了
一
七
判
決
全
集
(
一
四
)
ゴ
一

O
頁。

側
東
京
地
判
・
昭
和
三
五
・
二
了
八
下
級
民
集
一
巻
一
一
一
号
一
九
ご
八
頁
、
同
・
昭
和
三

7

7
一二

O
下
級
民
集
七
巻
一
号
一
一
一
一
五
頁
、
同
・
昭
和
三
了

問
・
九
下
級
民
集
七
巻
目
号
八
九

O
頁
、
東
京
高
判
・
昭
和
三
ご
二
二
・
コ

O
下
級
民
集
八
巻
三
号
五
ご
八
頁
、
同
・
昭
和
三
一
二
二
二
・
一
一

O
下
級
民
集
九
巻

一
ニ
号
四
五
七
頁
。

川
間

ω
s
c
r
-
F
P

。-w明
広
め
〉
ロ
B
-
U
E・
〉
ロ
g
-
H
叶w
叩

N
C
-
O

〉ロ
B-
印
ロ
-
K
F
ロ
ヨ
叶
・
田
中
・
改
訂
会
社
法
概
論
上
巻
ご
五
七
日
真
、
松
田
・
前
掲
書
九

一
頁
、
松
田
鈴
木
・
前
掲
書
三
ご
頁
、
北
沢
・
前
掲
論
文
ご
二
三
頁
以
下
。
な
お
、
西
原
・
前
掲
書
九

O
頁
以
下
、
石
井
・
前
掲
書
一
六
五
頁
以
下
、

石
井
等
・
前
掲
書
コ
四

O
頁
参
照
。

倒

。

D
L
5
・4
g
z
-
E
F
P
9・瑚
N
O

〉
ロ
F
H
M
W
H
U
E
s
g
n
y
'
z
s
n
r
L
-白
-
C
J
即
日
。
〉
ロ

g
・
u・
石
井
・
前
掲
書
二
八
六
頁
、
石
井
等
・
前
掲
書

ご
四

O
頁
、
北
沢
・
前
掲
論
文
ご
一
一
四
頁
。

山
口
見
開
問
。
♂

F向
w
・

c・-ω-AH∞・

間
反
対
、
富
田
口
R
a何同
N
g
n
Y
H
Y
P
O
-
-
ω
-
N
S
w
∞
-
N
g
F
ω
・
8
0・
服
部
「
事
実
上
の
会
社
に
つ
い
て
」
民
商
ゴ
一
六
巻
六
号
七
七
七
頁
。

間

当

豆

田

E-回
-m-P・
E-N-ω
・
訪
問
・
・
出

mnZHum-ppv
∞
-
H
H
0
・
F
Z
g
Fア
F
P
C
-
∞
-
u
g・
大
隅
・
前
掲
論
文
三
六
頁
、
同
・
前
掲
書
一

七
一
頁
、
鈴
木
・
前
掲
書
五

O
頁
参
照
。
な
お
、
大
判
・
大
正
四
・
二
一
・
二
一
一
(
民
録
ご
一
一
輯
一
一
一
五
一
頁
)
は
、
同
一
性
説
を
と
る
も
の
と
は
解
さ
れ

な
い
が
、
創
立
総
会
は
、
会
社
設
立
の
目
的
を
達
す
る
の
に
必
要
な
事
項
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
会
社
成
立
の
際
に
目
的
事
業
を
遂
行
す
る
の
に
不
可
欠

な
事
項
に
つ
い
て
も
当
然
決
議
し
う
る
も
の
と
な
し
て
、
開
業
に
必
要
な
老
舗
買
収
の
決
議
を
有
効
と
し
て
い
る
。

制
大
隅
・
前
掲
論
文
四
一
頁
、
同
・
前
掲
書
一
七
一
頁
、
同
「
判
例
研
究
」
論
叢
六

O
巻
三
号
一
一
一
二
頁
、
大
原
「
開
業
準
備
行
為
」
ジ
ュ
り
ス
ト
続
判

例
百
選
一
九
六

O
年
一

O
月
号
臨
時
糟
刊
二
八
四
頁
以
下
、
塩
田
「
判
例
批
評
」
民
商
一
二

O
巻
四
号
二
八
一
一
一
員
、
東
京
地
判
・
昭
和
三
三
・
五
・
コ
六
下
級

民
集
九
巻
五
号
八
九

O
頁
。
鈴
木
・
会
社
法
五

O
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
ロ
5
m
m
F
P
P

。J∞
器
内
・
参
照
。

間
従
っ
て
、
服
部
教
授
(
前
掲
論
文
七
七
八
頁
)
の
よ
う
に
、
「
財
産
引
受
に
関
す
る
規
定
は
歴
史
的
な
規
定
で
あ
ソ
て
、
も
は
や
現
代
的
意
義
を
失
っ
て
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説

い
る
」
と
し
て
、
こ
れ
を
死
文
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

側
出
足
宮
♂
同
b

・p
・
ω
・ニ。ゲ

論

そ
こ
で
、
開
業
準
備
行
為
と
は
異
な
り
、
営
業
行
為
に
つ
い
て
も
「
財
産
引
受
」
と
し
て
な
す
場
合
に
は
、
発
起
人
は
権
限
を
有
し

9副
う
る
か
が
問
題
に
な
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
発
起
人
の
権
限
は
、
本
来
、
開
業
準
備
行
為
を
越
え
得
な
い
が
、
現
行
法
も
、
営
業
行
為

に
つ
い
て
は
、
会
社
の
成
立
前
は
こ
れ
を
な
し
得
な
い
と
す
る
た
て
ま
え
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
営
業
行
為
と
開
業
準
備
行

為
と
を
区
別
す
る
基
準
と
し
て
は
‘
当
該
行
為
が
会
社
の
営
業
目
的
の
範
囲
に
直
接
入
る
か
否
か
に
よ
り
、
も
し
く
は
、
継
続
的
反
覆
的

行
為
か
個
別
的
行
為
か
に
よ
り
、
例
え
ば
、
倉
庫
営
業
の
場
合
に
、

寄
託
手
}
受
け
る
行
為
は
営
業
行
為
で
あ
る
が
倉
庫
の
建
築
は
開
業
準

備
行
為
で
あ
り
、
製
造
業
の
場
合
に
、
製
造
販
売
と
工
場
の
建
設
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
或
は
、
製
品
の
供
給
契
約
は
営
業

行
為
で
あ
る
が
原
材
料
の
仕
入
契
約
は
開
業
準
備
行
為
と
な
り
得
る
と
も
考
え
ら
れ
る
Q

し
か
し
こ
の
よ
う
に
行
為
の
性
質
に
よ
っ
て
両

者
を
裁
然
と
区
別
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
右
の
よ
う
に
、
行
為
の
経
済
的
性
質
か
ら
営
業
行
為
と

開
業
準
備
行
為
と
を
区
別
し
て
発
起
人
の
権
限
を
論
ず
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。

山
町
肌
は
、
発
起
人
が
本
来
有
す
べ
き
権
限
の
範
囲
は
会
社
長
立
と
同
時
に
営
業
を
開
始
し
得
る
た
め
の
準
備
行
為
に
及
ぶ
が
、
い
か

な
る
行
為
が
か
か
る
準
備
行
為
と
認
め
ら
れ
る
か
に
存
す
る
f

こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
は
、
仙
一
営
業
行
為
、
間
営
業
開
始
に
必
要
も

1
1
1
L
V
 

し
く
は
有
益
な
行
為
、
閉
そ
れ
ら
の
準
備
行
為
と
が
区
別
さ
れ
る
。
間
の
行
為
と
聞
の
行
為
と
の
区
別
は
従
来
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
両

者
を
合
せ
て
所
謂
開
業
準
備
行
為
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
た
。
前
述
の
ご
と
き
考
え
方
に
よ
り
営
業
行
為
か
ら
区
別
さ
札
る
開
業
準
備
行

為
は
、
聞
と
聞
の
い
ず
れ
の
行
為
と
し
て
も
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
Q

し
か
し
発
起
人
の
権
限
の
範
囲
は
聞
の
行
為
に
及
ぶ
が
、
加
、

聞
の
行
為
に
は
及
ば
な
い
。
従
っ
て
、
発
起
人
の
権
限
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
仰
の
行
為
と
仰
の
行
為
と
の
ぼ
別
は
重
要
で
な
い
。
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行
為
の
経
済
的
性
質
か
ら
は
開
業
準
備
的
行
為
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
効
果
が
会
社
成
立
前
に
発
生
す
る
も
の
と
し

て
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、

そ
れ
は
開
業
に
必
要
な
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
準
備
行
為
で
は
な
く
、
発
起
人
は
本
来
こ
れ
に
つ
い
て

権
限
を
有
し
な
い
。
ま
た
、
行
為
の
経
済
的
性
質
か
ら
は
営
業
的
行
為
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
効
果
が
会
社
の
成
立
以

そ
れ
は
会
社
の
成
立
と
同
時
に
蛍
業
を
開
始
す
る
準
備
の
わ
ん
め
に
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る

行
為
は
発
起
人
が
本
来
有
す
べ
き
権
限
の
範
囲
内
に
属
す
る
Q
1
対
ぽ
人
の
権
限
の
範
囲
は
、
会
社
の
設
立
に
直
接
必
要
な
も
の
以
外
は
、

後
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

会
社
の
成
立
を
条
件
と
す
る
行
為
に
限
ら
れ
、

か
っ
、
本
来
は
か
か
る
行
為
一
般
に
及
ぶ
も
の
と
ぢ
ド
j
J
現
行
法
上
発
起
人
の
権
限
の

範
囲
を
考
え
る
場
合
に
は
、
開
業
準
備
行
為
と
は
会
社
の
成
立
を
条
件
と
す
る
行
為
と
解
さ
れ
る
。
財
産
引
受
と
は
会
社
の
成
立
を
条
件

と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
発
起
人
は
、
財
産
引
受
の
要
件
を
充
す
か
さ
り
、

一
切
の
行
為
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

(3) (2) (1) 

北
沢
・
前
掲
論
文
ご
ご
九
頁
。

同)円高官同

L
・白・

0
・u
ω
-
h
R
な
お
、

d

司王
E
P
p
m
-
C
J
E・に
uω
・
叶
日
時
・
参
照
。

現
行
法
上
は
、
会
社
の
成
立
を
条
件
と
す
る
行
為
(
財
産
引
受
)
と
営
業
行
為
と
の
中
間
的
行
為
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

qa 

設
立
費
用
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
定
款
へ
の
記
載
等
の
厳
重
な
要
件
を
充
す
か
ぎ
り
、
そ
の
範
囲
で
会
社

ω負
担
に
帰
す
る
こ

な
お
、
発
起
人
の
開
業
準
備
行
為
に
つ
い
て
の
権
限
の
問
題
と
は
別
に
、
開
業
準
備
費
用
の
計
算
上
の
負
担
関
係
が
問
題
と
な
る
。

発起人の契約

と
は
商
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
開
業
準
備
費
用
に
つ
い
て
は
、
直
接
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
発
起
人
の
な
す
開
業
準
備

行
為
に
よ
っ
て
会
社
に
利
益
が
t
列
さ
れ
る
と
き
は

こ
れ
に
要
す
る
費
用
も
本
来
会
社
の
負
担
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
が

乙
れ
を
無
制
限

に
認
め
る
と
き
は
、
設
立
費
用
の
場
合
と
同
様
に
、
会
社
の
財
産
的
基
礎
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
厳
重
な
要
件
を
か
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
発
起
人
が
開
業
準
備
行
為
に
つ
い
て
権
限
を
有
し
う
る
た
め
に
は
、
定
款
へ
の
記
載
等
の
厳
重
な
要
件
を

!

l

i

l

i

-

-多
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充
す
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
る
費
用
を
会
社
に
負
担
せ
し
め
て
も
幣
害
は
生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ

論

る
。
従
っ
て
、
商
法
の
規
定
す
る
財
産
引
受
は
、
発
起
人
の
権
限
の
範
囲
を
画
す
る
と
と
も
に
、
会
社
の
負
担
に
帰
す
る
費
用
の
範
囲
も

画
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
財
産
引
受
の
要
件
を
充
さ
な
い
限
り
、
発
起
人
は
そ
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、
営
業
免
許
、
特
許
権
等
の
申
請
等
に
婆
す
る
費
用
は
、
濫
用
の
お
そ
れ
が
な
い
か
ら
、
当
然
に
会
社
の
負
担
に
帰
す
る
と
と
に

な
る
。会
社
の
負
担
に
帰
す
る
開
業
準
備
費
用
の
範
囲
を
後
に
な
っ
て
拡
大
し
う
る
か
の
問
題
は
、
設
立
費
用
の
場
合
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。

設
立
段
階
に
お
い
て
は
、
設
立
費
用
の
場
合
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
財
産
引
受
を
あ
ら
た
に
追
加
す
る
と
と
が
可
能
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に

よ
り
会
社
の
負
担
に
帰
す
る
開
業
準
備
費
用
の
範
囲
は
拡
大
さ
れ
る
。
会
社
の
成
立
後
は
、
後
述
の
ご
と
き
財
産
引
受
の
要
件
を
充
さ
な

い
行
為
の
追
認
を
可
能
と
す
る
考
え
方
か
ら
、
事
後
設
立
の
要
件
を
充
せ
ば
こ
れ
を
拡
大
し
う
る
も
の
と
解
す
る
。

発
起
人
の
権
限
外
の
行
為

刻
印
他
人
が
設
立
中
の
会
社
の
執
行
機
関
と
し
て
、
そ
の
権
限
に
属
し
な
い
行
為
を
な
し
た
場
合

無
権
代
理
行
為
の
追
認

日)

に
、
会
社
は
成
立
後
乙
れ
を
追
認
し
得
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
通
説
及
び
判
例
は
乙
れ
を
否
定
す
る
ソ

設
立
中
の
会
社
は
会
社
の
設
立
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
忍
と
き
は
、
清
算
中
の
会
社
の
権
利
能
力
は
清
算
の
目
的
に
よ
っ

て
制
限
さ
れ
る
と
解
す
る
の
と
同
様
に
、
設
立
中
の
会
社
の
権
利
能
カ
、

即
ち
そ
の
存
在
範
囲
は
、

設
立
の
目
的
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
、

法
が
実
際
上
の
必
要
か
ら
開
業
準
備
行
為
に
つ
き
財
産
引
受
と
し
て
特
に
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
た
場
合
を
除
い
て
、

設
立
に
必
要
な
行
為

以
外
は
す
べ
て
設
立
中
の
会
社
の
存
在
範
囲
内
に
属
し
な
い
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
故
、
発
起
人
が
そ
の
権
限
外
の
行
為
を
な
す
と
き
は
、
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不
存
在
者
の
た
め
の
代
理
と
同
様
に
解
し
得
る
こ
と
に
な
り
、
当
然
に
無
効
と
解
す
る
余
地
も
生
じ
得
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
設
立
中
の
会
社
の
存
在
範
囲
を
画
す
る
目
的
は
、
成
立
後
の
会
社
と
同
一
で
あ
る
か
ら
、
発
起

人
が
財
産
引
受
の
要
件
を
充
す
こ
と
な
し
に
設
立
に
必
要
で
な
い
行
為
を
な
し
た
場
合
に
も
、
不
存
在
者
の
た
め
に
す
る
代
理
の
問
題
を

生
じ
る
余
地
は
な
い
。
か
か
る
行
為
は
会
社
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
な
い

(5〈
巾
号
ヨ
生
n
v
a
-
E
Z
F吋
W
E
B
)
が
、
当
然
に
無
効
(
ロ

WZFm)

な
も
の
で
は
な
匂
発
起
人
の
無
権
代
理
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
♂
斗
し
た
会
社
が
、
同
一
の
行
為
を
あ
ら
た
に
な
す
と
き
に
必
要
と

な
る
要
件
を
充
し
て
、
か
か
る
無
権
代
理
行
為
を
追
認
(
腎

RES-mg)
す
れ
ば
、
そ
の
効
果
は
行
為
の
時
に
遡
っ
て
設
立
中
の
会
社
K
、

従
っ
て
成
立
し
た
会
社
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な

A
U

山
鈴
木
・
判
民
昭
和
一

0
年
度
六
八
事
件
評
釈
。

凶

∞

g
g
g
n
r
E出
口
町

n
F
目・同・

0
・
・
帥
忌
〉
ロ
目
-
h
p
即
日
。
〉
ロ
ヨ
・
印
〉
・

間
但
し
、
会
社
の
成
立
を
条
件
と
す
る
行
為
で
あ
る
以
上
は
、
会
社
が
成
立
す
る
ま
で
は
、
そ
の
行
為
の
効
力
自
体
は
生
じ
な
い
。

川
附

ω宮
口

y
p白・

9
・申

N
S
K
Fロ
g
-
F
巧
ESLum-白・
0
・w
E
-
N
w
ω
・
ョ

L-〈
-
C
R
E
L
-
日・

0
・
ω
N
g
w
ワ
日
開
問
。
ァ
白
血
・

0
・v
ω
-
s・

沢
・
前
掲
書
一
一
一
一
一
一
頁
及
ぴ
コ
コ
四
頁
以
下
。

そ
こ
で
、
前
行
法
上
、

(2) 

会
社
は
い
か
に
し
て
追
認
し
得
る
か
が
問
題
と
な
託
会
社
は
、

日
常
の
業
務
は
こ
れ
を
要
せ
ず
に
、
代
表
取
締
役
に
よ
っ
て
行
い
、

通
常
の
業
務
執
行
は
取

原
則
と
し
て
、

締
役
会
の
意
思
決
定
に
も
と
づ
き

株
主
総
会
の
決
議
に
よ
る
こ
と

発起人の契約

を
要
し
な
い
。
し
か
し
、
財
産
引
受
を
な
す
た
め
に
必
要
な
定
款
へ
の
記
載
、
検
査
等
の
厳
重
な
要
件
を
潜
脱
す
る
た
め
に
(
び
い
て
は
現

物
出
資
の
規
定
を
も
潜
脱
す
る
こ
と
に
な
る
)
、
会
社
成
立
前
す
で
に
在
存
し
て
い
る
財
産
で
営
業
の
た
め
に
継
続
し
て
使
用
す
べ
き
も
の
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
成
立
後
に
い
た
っ
て
と
れ
を
取
得
す
る
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
脱
法
行
為
が
行
な
わ
れ
、
例
え
ば
不

当
に
高
い
対
価
を
払
う
ζ

と
に
よ
り
会
社
の
財
産
的
基
礎
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
に
、

昭
和
一
三
年
の
改
正
に
よ
り
、
財
産 北
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説

引
受
に
関
す
る
規
定
と
と
も
に
、
事
後
設
立
に
関
す
る
規
定
を
設
け
、
成
立
後
二
年
以
内
に
、
資
本
の
二
十
分
の
一
以
上
に
あ
た
る
対
価

を
払
っ
て
、
か
か
る
財
産
を
取
得
す
る
契
約
を
結
ぶ
た
め
に
は
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
し
た
。
従
っ
て
、

論

発
起
人
の
無
権
代
理
行
為
を
追
認
す
る
た
め
に
は
、

そ
れ
が
資
本
の
二
十
分
の
一
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
取
締
役
会
の
意
思
決
定
を

そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
れ
ば
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
ら
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
追
認
は
必
ず
し
も
明
示
的

に
な
さ
れ
る
と
と
を
要
せ
ず
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
る
乙
と
を
要
し
な
い
場
合
に
は
、
殿
示
的
に
も
な
さ
れ
う
吟
げ
し

も
っ
て
た
り
る
が
、

山
鈴
木
・
前
掲
書
一
一
九
頁
、
石
井
・
前
掲
香
ご
八
七
頁
以
下
、
西
原
・
前
掲
書
一
二
こ
頁
、
松
田
|
鈴
木
・
前
掲
書
ご
一
二
八
頁
、
司
法
省
民
事
局
編
・

前
掲
書
一
三
回
頁
。

凶
東
京
高
判
・
昭
和
三
一
ニ
・
三
・
一
一

O
下
級
民
集
九
巻
三
号
四
五
七
頁
。
発
起
人
が
無
権
限
で
賃
借
し
た
建
物
を
成
立
し
た
会
社
が
継
続
使
用
し
て
い
る
場

合
に
、
権
利
義
務
の
会
社
へ
の
帰
属
を
認
め
た
。

(3) 

し
か
し
な
が
ら
、
追
認
を
認
め
れ
ば
、
財
産
引
受
の
要
件
を
充
さ
ず
に
こ
れ
を
行
な
い
う
る
こ
と
と
な
り
、
結
局
、
財
産
引
受
の
脱

法
的
行
為
を
認
め
る
乙
と
と
な
る
か
ら
、
あ
ら
た
に
事
後
設
立
の
要
件
を
充
し
て
契
約
を
有
効
に
結
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
た
と
え

事
後
設
立
の
要
件
を
充
し
で
も
、
追
認
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
な
と
も
考
え
ら
れ
る

o
q
kし
な
が
ら
、
脱
法
行
為
が
否
定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
狸
由
は
、
単
に
財
産
引
受
の
規
定
が
形
式
的
に
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
と
い
う
よ
り
も
、

実
質
的
に
規
定
の
趣
旨

そ
の
目
的
が
侵
害
さ
れ
る
乙
と
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
っ
〕

商
法
が
財
産
引
受
に
つ
い
て
厳
重
な
要
件
を
規
定
し
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

が
没
却
さ
れ
、

発
起
人
の
権
限
濫
用
に
よ
り
会
社
の
財
産
的
基
礎
が

害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、

そ
の
幣
害
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
会
社
成
立
前
に
か
か
る
行
為
を
な
す
た
め
に
は
法
の
定
め
る
厳
重
な

要
件
を
み
た
す
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
他
国
、

か
か
る
要
件
を
充
す
と
き
は
、

一
艇
に
さ
し
て
幣
宝
口
の
生
じ
る
お
そ
れ

が
な
い
も
の
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
(
特
に
募
集
設
立
の
と
き
は
、
検
査
役
の
検
査
が
な
さ
れ
て
も
、
結
局
、
創
立
総
会
の
自
主
的
決
定
に
ま
か
さ
れ
る
。
)
。
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商
法
が
事
後
設
立
に
つ
い
て
要
件
を
規
定
し
た
の
は
、
会
社
の
成
立
後
ま
も
な
く
締
結
す
る
契
約
の
目
的
物
が
会
社
の
成
立
前
か
ら
存

在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
一
般
に
発
起
人
が
取
締
役
に
な
り
、
な
ら
な
く
と
も
そ
の
影
響
が
強
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
取
締
役
の
か
か
る
契

約
に
つ
い
て
の
権
限
を
無
制
限
に
認
め
る
と
、
財
産
引
受
の
場
合
と
同
様
の
幣
宝
ロ
が
予
想
さ
れ
う
る
た
め
、
会
社
の
成
立
後
は
、
も
は
や

検
査
役
の
検
査
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
会
社
の
自
主
的
判
断
に
ま
か
せ
れ
ば
た
り
る
が
、
特
別
決
議
に
よ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
す
る

と
と
も
に
、
他
面

か
か
る
要
件
を
充
す
と
き
は

一
般
に
さ
し
て
幣
害
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
考
え
、
吏
に
、
小
額
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
か
か
る
要
件
を
充
す
乙
と
を
も
要
せ
ず
に
、
通
常
の
業
務
執
行
の
方
法

K
よ
ら
し
め
れ
ば
た
り
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
点
起
人
が
無
権
限
で
、
即
ち
法
定
の
要
件
を
充
さ
な
い
で
な
し
た
財
産
引
受
に
つ
き
、
会
社
が
成
立
後
、
自
主
的
な
自
由
な

判
断
に
も
と
づ
い
て
こ
れ
を
追
認
す
る
と
き
は
、
事
後
設
立
の
要
件
を
十
九
し
て
い
る
限
り
、

あ
ら
た
に
事
後
設
立
と
し
て
な
す
場
合
と
同

程
度
に
幣
害
を
阻
止
し
得
氏
追
認
を
認
め
れ
ば
、
ド
イ
ツ
法
(
株
式
法
四
五
条
三
項
)
と
異
な
り
検
査
役
の
検
査
が
不
要
と
な
る
か
ら
危
険
で

あ
る
と
し
て
も
、
検
査
を
要
し
な
い
事
後
設
立
の
場
介
と
危
険
性
の
点
に
お
い
て
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
~
火
花
、
既
に
な
さ
れ
た
財
産
引

受
と
同
一
の
内
容
の
契
約
を
会
社
成
立
後
あ
ら
た
に
締
結
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

い
っ
た
ん
発
起
人
個
人
に
譲
渡
し
て

お
い
て
、
会
社
成
立
後
乙
れ
を
更
に
会
社
に
譲
渡
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、

追
認
の
み
を
否
定
す
る
理
由
は
存
し
な
い
よ
う

発起人の契約

に
思
わ
れ
る
。
商
法
の
規
定
の
文
言
も
、
追
認
を
否
定
す
る
趣
旨
と
解
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
た
に
契
約

を
締
結
し
得
る
の
み
な
ら
ず
、
追
認
を
な
し
得
る
も
の
と
す
れ
ば
、
会
社
は
自
由
な
判
断
に
よ
っ
て
最
も
有
利
な
方
法
を
と
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
っ
て
、
会
社
の
利
益
の
た
め
に
追
認
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り

こ
れ
に
よ
っ
て
相
手
方
が
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
形
式
的
に
は
財
産
引
受
の
規
定
を
回
避
し
得
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
追
認
し
得
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
れ
ル

し
か
し
、
対
価
が
過
当
で
あ
る
場
合
等
の
よ
う
に
、
不
当
な
追
認
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
発
起
人
及
び
取
締
役
の
任
務
慨
怠
に
よ
る
損
害
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(

4

V

 

賠
償
責
任
の
問
題
が
残
る
“
乙
の
責
任
に
よ
り
、
追
認
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
得
る
危
険
よ
り
、
会
社
の
財
産
的
基
礎
は
ま
も
ら
れ
る
。

論

山
松
本
・
日
本
会
社
法
論
一
七
ご
頁
、
石
井
・
前
掲
書
一
六
五
頁
以
下
、
石
井
等
・
前
掲
書
二
回

O
頁
及
び
ご
四
五
頁
、
大
隅
・
前
掲
書
一
一

O
ご
頁
、
同
・

前
掲
論
文
三
八
頁
以
下
、
同
「
判
例
批
評
」
論
叢
六

C
巻
一
二
号
一
一
五
頁
、
塩
田
「
判
例
批
評
」
民
商
三

C
巻
四
号
二
八
三
頁
、
最
高
判
・
昭
和
ご
八
・

二
一
・
三
最
高
民
集
七
巻
二
一
号
一
ご
九
九
頁
(
あ
ら
た
に
事
後
設
立
の
手
続
を
ふ
ん
で
契
約
を
有
効
に
結
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
公
証
人
の
認
証

を
受
け
た
定
款
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
財
産
引
受
は
効
力
を
有
し
な
い
か
ら
、
特
別
決
議
で
承
認
し
て
も
有
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
)
。

凶

ロ

5
m
m
p
目
・
目
・
。

-wω
・
8
・

同
北
沢
・
前
掲
論
文
ご
五
四
頁
以
下
、
佐
藤
・
商
事
判
例
研
究
昭
和
ご
五
年
度
一
二
三
事
件
評
釈
一
八

O
頁
以
下
、
大
原
「
開
業
準
備
行
為
」
前
掲
一
六
五
頁
。

凶
こ
の
点
は
、
会
社
の
負
担
に
帰
す
る
設
立
費
用
の
範
囲
を
会
社
成
立
後
に
拡
大
す
る
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。

引
引
山
担
階
に
お
い
て
、
発
起
人
の
無
権
代
理
行
為
を
追
認
し
得
る
か
が
問
題
と
月
比
も
と
よ
り
、
発
起
人
は
、
定
款
へ
の
記
載
、

会
社
の
設
立
に
必
要
で
な
い
行
為
を
行
な
う
権
限
を
有
し
得
な
い

4
生

検
査
等
の
財
産
引
受
に
つ
い
て
の
法
定
の
要
件
を
み
た
さ
な
け
れ
ば
、

単
な
る
創
立
総
会
の
承
認
の
み
で
は
追
認
し
得
な
い
が
、
一
前
述
の
よ
う
に
、

か
ら
、

設
立
段
階
に
お
い
て
は
財
産
引
受
を
あ
ら
た
に
追
加

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、

か
か
る
方
法
に
よ
り
追
認
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

山
佐
藤
・
前
掲
判
例
評
釈
一
八
一
頁
、
東
京
地
判
・
前
掲
昭
和
二
五
・
二
了
八
同
・
前
掲
昭
和
一
二
了
了
一
一
一

O

間
判
立
中
の
会
社
の
発
生
同
情
、
発
起
人
が
、
あ
た
か
も
既
に
存
在
し
て
い
る
設
立
中
の
会
社
の
執
行
機
関
で
あ
る
か
の
如
く
装
っ

て
、
契
約
を
結
ぶ
と
き
は
、
不
存
在
者
の
た
め
に
す
る
代
理
行
為
と
な
る
。
従
来
、
無
権
代
理
行
為
の
泊
一
認
に
つ
い
て
は
、
無
機
代
理
人

が
そ
の
行
為
を
な
し
た
当
時
、
本
人
が
自
ら
そ
れ
を
な
し
得
た
場
合
に
の
み
、
換
言
す
れ
ば
、
代
理
権
の
欠
快
以
外
ば
す
べ
て
代
理
行
為

と
し
て
の
要
件
を
備
え
て
お
り
、
追
認
が
あ
れ
ば
代
理
行
為
の
な
さ
れ
た
時
に
遡
っ
て
そ
の
効
果
が
本
人
に
帰
属
し
う
る
場
合
に
の
み
、

本
人
は
こ
れ
を
追
認
し
得
る
も
の
と
解
し
、
従
っ
て
、
本
人
の
不
存
在
な
い
し
権
利
能
力
の
欠
快
の
場
合
に
は
追
認
は
問
題
と
な
ら
な
い

と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
遡
及
効
を
も
っ
て
無
権
代
理
の
迫
認
に
本
質
的
な
も
の
と
解
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
(
民
法
二
六
条

参
照
)
。
そ
こ
で
本
質
的
な
問
題
は
、
代
理
人
の
行
為
の
当
時
に
は
そ
の
効
果
を
本
人
に
帰
属
せ
し
め
得
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ち
に
な
っ
て
そ
の
効
果
を
本
人
に
帰
属
せ
し
め
得
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
行
為
の
当
時
に
帰
属
せ
し
め
得
な
か
っ
た
理
由
と

し
て
は
、
既
に
存
在
し
て
い
る
本
人
が
行
為
の
当
時
に
は
ま
だ
代
理
権
を
授
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
本
人
自
体
が
当
時
に

は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
と
の
聞
に
、
本
質
的
な
差
異
は
存
し
な
い
。
従
っ
て
、
将
来
の
人
の
た
め
に
す
る
代
理
と
い

う
観
念
を
排
斥
す
べ
き
で
は
な
く
、
本
人
が
の
ち
に
な
っ
て
存
在
す
る
に
至
り
、
自
ら
同
じ
行
為
を
な
し
得
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
は
、

既
に
そ
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
行
為
を
追
認
す
る
乙
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
か
か
る
見
解
は
近
時
有
カ
に
主
張
さ
れ

て
い
勺
追
認
が
な
さ
れ
れ
ば
、
行
為
の
効
果
は
本
人
が
存
在
す
る
に
至
っ
た
時
に
遡
っ
て
、
即
ち
設
立
中
の
会
社
発
生
時
に
遡
っ
て
と

れ
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
り
、

乙
れ
に
よ
り
、
発
起
人
の
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
は
消
滅
す
る
。

し
か
し
、
行
為
の
時
に
ま
で
遡
つ

て
効
力
が
発
生
し
な
け
れ
ば
目
的
を
達
成
し
得
な
い
場
合
に
は
、
相
手
方
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。

発起人の契約

ω
大
阪
地
判
・
昭
和
一
三
了
二
一
・
ご
四
下
級
民
集
八
巻
二
一
号
ご
四
五
九
頁
は
、
設
立
中
の
会
社
の
存
在
が
認
め
ら
れ
芯
い
か
ら
、
そ
の
名
で
な
さ
れ
た

財
産
買
受
契
約
に
つ
い
て
は
財
産
引
受
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
不
存
在
者
の
た
め
に
す
る
無
権
限
の
財
産
引
受
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

凶
鳩
山
・
増
訂
改
版
日
本
民
法
総
論
四
六
九
頁
、
松
本
・
日
本
会
社
法
論
一
七
一
一
頁
、
田
中
・
前
掲
論
文
四
八
四
頁
。

閉
口
居
間
間

2
・
p
p
o
-
-
∞・

8.
西
本
・
前
掲
書
一
七
三
頁
、
大
西
・
代
理
の
研
究
四

O
一
頁
、
北
沢
・
前
掲
論
文
一
二
二

O
頁
。
竹
内
・
商
事
判
例
研
究

昭
和
ご
六
年
度
一
一
三
事
件
評
釈
一
ご
八
頁
。

(6) 

設
立
中
の
会
社
の
発
生
後
、
会
社
の
成
立
前
花
、
発
起
人
が
既
に
成
立
し
て
い
る
会
社
の
代
表
取
締
役
と
し
て
一
行
為
す
る
と
き
は
、

会
社
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
が
、

こ
れ
と
同
一
性
の
認
め
ら
れ
る
設
立
中
の
会
社
が
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
代
表
関
係
の
表
示
も
あ
る

と
解
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
不
存
在
者
の
た
め
に
す
る
代
理
行
為
と
は
な
ら
な
い
Q

し
か
し
か
か
る
行
為
は
会
社
の
成
立
を
条
件
と
す
る の
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説

も
の
で
は
な
い
か
ら
、
財
産
引
受
と
し
て
厳
重
な
要
件
を
充
す
ζ

と
に
よ
っ
て
権
限
を
有
し
う
る
行
為
で
は
な
く
、
本
来
、
発
起
人
が
設

論

立
中
の
会
社
の
機
関
と
し
て
権
限
を
有
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
設
立
中
の
会
社
に
よ
る
追
認
は
当
然
に
問
題
に
な
り
え
な
い

こ
れ
を
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
吃

が
、
成
立
後
の
会
社
は
、
事
後
設
立
の
要
件
に
反
し
な
い
限
り
、

設
立
中
の
会
社
の
発
生
前
に
、
既
に
成
立
し
て
い
る
会
社
の
代
表
取
締
役
と
し
て
行
為
す
る
と
き
は
、
不
存
在
者
の
た
め
に
す
る
代
理

行
為
と
な
り
、
成
立
後
の
会
社
は
、
事
後
設
立
の
要
件
に
反
し
な
い
限
り

こ
れ
を
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
北
沢
・
前
掲
論
文
ご
ご
七
頁
。
反
対
、
最
高
判
・
昭
和
ゴ
二
ニ
・
一

0
・
ニ
四
民
集
二
一
巻
一
回
号
三
ご
ご
八
頁
。
大
原
・
前
掲
判
例
評
釈
一
六
五
頁
。

凶
最
高
裁
・
昭
和
三
三
二

0
・
一
一
四
民
集
二
一
巻
一
四
号
三
ご
ご
八
頁
は
、
織
物
会
社
の
設
立
手
続
中
に
、
そ
の
発
起
人
(
被
告
・
と
告
人
)
が
、
既
に

成
立
し
て
い
る
右
会
社
の
代
表
取
締
役
と
称
し
て
、
将
来
成
立
す
べ
き
右
会
社
の
宣
伝
の
た
め
に
野
球
会
社
(
原
告
・
被
上
告
人
)
と
野
球
誠
合
実
施
に

関
す
る
契
約
を
締
結
し
た
と
こ
ろ
、
野
球
会
社
は
、
試
合
を
実
施
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
約
定
の
報
酬
金
お
よ
び
費
用
等
が
支
払
わ
れ
な
い
の
で
、
代
表

す
べ
き
法
人
が
脊
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
代
表
者
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
契
約
を
し
た
発
起
人
に
対
し
て
、
無
権
代
理
人
に
類
す
る
責
任
を

訴
求
し
た
事
件
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
「
本
件
契
約
は
、
会
社
の
設
立
に
関
す
る
行
為
と
い
え
な
い
か
ら
、
そ
の
効
果
は
、
設
立
後
の

会
社
に
当
然
帰
属
す
べ
き
い
わ
れ
な
く
、
結
局
、
右
契
約
は
上
告
人
が
無
権
代
理
人
と
し
て
な
し
た
行
為
に
類
似
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
尤
も
、

民
法
一
一
七
条
は
元
来
は
実
在
す
る
他
人
の
代
理
人
と
し
て
契
約
し
た
場
合
の
規
定
で
あ
っ
て
、
本
件
の
如
く
未
だ
存
在
し
な
い
会
社
の
代
表
者
と
し
て

契
約
し
た
よ
告
人
は
、
本
来
の
無
権
代
理
に
は
当
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
同
条
は
も
っ
ぱ
ら
、
代
理
人
で
あ
る
と
信
じ
て
こ
れ
と
契
約
し
た
相
手
方
を
保
護

す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
れ
と
類
似
の
関
係
に
あ
る
本
件
契
約
に
つ
け
・
て
も
同
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
前
記
会
社
の
代
表
者
と
し
て
契

約
し
た
上
告
人
が
そ
の
責
に
任
ず
べ
き
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
」

本
件
契
約
は
会
社
の
設
立
に
関
す
る
行
為
と
い
え
な
い
こ
と
、
発
起
人
は
本
一
件
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
し
な
い
か
ら
、
そ
の
効
果
は
設
立
後
の
会

社
に
当
然
帰
属
す
べ
き
い
わ
れ
が
な
い
乙
と
、
及
び
民
法
一
一
七
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
も
と
よ
り
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
本
件
に
お
い
て
は

織
物
会
社
は
契
約
当
時
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
設
立
中
の
会
社
は
既
に
在
在
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
「
不
存
在
者
の
た
め
に

す
る
代
理
」
と
い
う
構
成
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
お
、
本
件
の
よ
う
な
契
約
を
も
開
業
準
備
行
為
と
解
さ
れ
て
い
る
が
(
大
以
・
前
掲
判
例
評
釈
、

杉
本
「
判
例
研
究
」
ジ
品
り
ス
ト
ご

O
二
号
九

O
頁
、
東
京
高
判
・
昭
和
三
二
一
・
一
一
・
二

O
下
級
民
集
八
巻
三
号
五
一
一
八
一
員
。
)
、
こ
れ
は
会
社
の
成
立
を
条
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件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
開
業
準
備
行
為
で
は
な
く
、
営
業
行
為
、
な
い
し
、
附
属
的
な
営
業
行
為
と
解
す
べ
き
で
あ
ソ
て
、
本
来
、
財
産
引
受

の
要
件
を
み
た
す
こ
と
に
よ
ワ
て
発
起
人
が
権
限
を
有
し
得
る
行
為
で
は
な
い
。
し
か
し
成
立
後
の
会
社
が
追
認
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

発
起
人
の
責
任

(1) 

設
立
中
の
会
社
ま
た
は
成
立
し
た
会
社
が
発
起
人
の
無
権
代
理
行
為
を
追
認
し
な
い
か
ぎ
り

発
起
人

は
そ
の
行
為
に
つ
き
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
故
、
会
社
の
成
立
を
条
件
と
し
な
い
行
為
、
従
っ
て
設

立
中
に
会
社
が
追
認
一
し
得
な
い
行
為
の
場
合
に
追
認
前
に
会
社
が
不
成
立
と
な
れ
ば
、
発
起
人
の
責
伝
は
確
定
し
、
追
認
し
得
る
行
為
の

場
合
に
も
、
追
認
前
に
会
社
が
不
成
立
と
な
れ
ば
、
も
と
よ
り
同
様
で
あ
ろ
に
u
計
れ
に
反
し
て
、
会
社
の
成
立
を
条
件
と
す
る
行
為
の

発
起
人
の
責
任
が
生
じ
る
こ
と
は
な
什
レ

そ
の
権
限
外
の
行
為
を
な
し
た
と
き
は
、

場
合
に
会
社
が
不
成
立
と
な
れ
ば
、
停
止
条
件
が
不
成
就
に
確
定
し
、

し
か
し
な
が
ら
、
発
起
人
が
設
立
中
の
会
社
の
執
行
機
関
と
し
て
、

月生
lと

相
手
方
は
発

起
人
の
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
追
求
し
得
な
い
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
発
起
人
心
権
限
内
の
行
為
と
は
、
客
観
的
に

見
て
会
社
の
設
立
に
必
要
な
行
為
、

そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
の
名
前
等
を
定
款
に
記
載
す
る
等
の
財
産
引
受
の

お
よ
び

要
件
を
充
し
た
場
合
に
限
ら
れ
、
発
起
人
に
よ
る
欺
同
等
の
事
情
の
存
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、

知
り
得
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
民
法
二
七
条
ご
項
)
Q

但
し
、
事
務
所
の
賃
借
、
備
品
・
文
房
具
の
購
入
、
使
用
人
の
一
雇
一
傭
、

一
般
に
相
手
方
ば
発
起
人
の
無
権
限
を

金
銭
の

借
入
等
は
、
発
起
人
の
権
限
内
の
設
立
に
必
要
な
行
為
と
し
て
も
、
も
し
く
は
権
限
外
の
営
業
開
始
に
必
要
な
行
為
と
し
て
も
な
さ
れ
得

発起人の契約

る
も
の
で
あ
っ
て
、

い
ず
れ
に
属
す
る
か
は
、
前
述
の
よ
う
に
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
相
手
方
ピ
必
ず
し
も
明
瞭
で
な

い
場
合
も
あ
る
。

と
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
相
手
方
は
発
起
人
の
責
任
を
追
求
し
得
ょ
う
。

乙
れ
に
対
し
て
、
発
起
人
が
代
表
取
締
役
と
し
て
成
立
し
た
会
社
の
名
に
お
い
て
行
な
う
行
為
の
場
合
に
は
、
相
手
方
は
一
般
に
発
起

人
の
無
権
限
を
知
り
得
な
い
。
会
社
の
設
立
登
記
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

一
般
に
会
社
の
未
成
立
に
つ
い
て
の
悪
意
を
推
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説

定
し

従Lづ→ー
っ
て

設
立
中
の
会
社
の
名
に
お
い
て
権
限
外
の
行
為
を
な
す
場
合
と
同
様
に
、
相
手
方
は
発
起
人
の
無
権
問
問
を
知
り
得
べ
き

論

で
あ
る
と
す
る
議
論
も
考
え
ら
れ
る
が
、
発
起
人
が
代
表
取
締
役
と
称
し
て
会
社
が
成
立
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
相
手
方
を
欺
問
す
る
と

き
は
、
相
手
方
の
悪
意
も
し
く
は
過
失
を
主
張
し
得
な
い
と
解
す
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
場
合
に
は
、
発
起
人
は
、
追
認
が
な
さ
れ
な
い

か
ぎ
り
、
相
手
方
に
対
し
て
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

(5) (4) (3) (2) (1) 

大
原
・
前
掲
判
例
評
釈
一
六
五
頁
。

北
沢
・
前
掲
論
文
ご
五
六
頁
、
大
阪
地
判
・
昭
和
三
ご
・
一
一
一
・
一
一
四
下
級
民
集
八
巻
二
一
号
ご
四
五
九
頁
。

結
果
同
説
、
北
沢
・
前
掲
論
文
コ
五
六
頁
。

大
原
・
前
掲
判
例
評
釈
一
六
五
頁
参
照
。

北
沢
・
前
掲
論
文
コ
五
六
頁
。

(2) 

設
立
中
の
会
社
の
発
生
前
に
、
発
起
人
が
そ
の
執
行
機
関
と
し
て
行
為
す
る
場
合
に
は
、
本
人
不
存
在
に
よ
る
無
権
代
理
と
な

り
、
設
立
中
の
会
社
な
い
し
成
立
後
の
会
社
が
追
認
し
な
い
か
ぎ
り
、

発
起
人
は
相
手
方
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
つ
て
は
、
法
律
行
為
の
効
果
は
本
来
行
為
が
そ
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
た
者
に
帰
属
す
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
の
者
(
求
人
)
が
行
為
を
し

た
者
(
代
理
人
)
に
授
権
し
て
い
な
い
場
合
、

又
は
後
に
追
認
し
な
い
場
合
に
は
、
本
人
に
効
果
を
帰
属
せ
し
め
得
な
い
た
め
、

第
三
者
は

不
測
の
損
害
を
蒙
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
無
権
代
理
人
は
、
自
己
の
名
に
お
い
て
行
為
し
た
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
な

し
た
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
人
の
追
認
が
問
題
と
な
り
得
な
い
場
合
、
換
言
す
れ
ば
、
代
理
人
の
行

為
の
当
時
本
人
が
自
ら
行
い
得
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
無
権
代
理
人
の
責
任
も
問
題
に
な
ら
な
い
と
考
え
て
、
民
法
一
一
七
条
の
責
任
は
、

代
理
権
の
欠
快
以
外
す
べ
て
代
理
行
為
と
し
て
の
要
件
を
備
え
、
追
認
が
あ
れ
ば
代
理
行
為
の
な
さ
れ
だ
と
き
に
遡
っ
て
効
力
を
生
じ
う

る
場
合
に
限
ら
れ
、
本
人
不
存
在
の
場
合
に
は
生
じ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
行
為
者
は
、
本
来
、
自
己
の
な
し
た
行
為
に
つ
き
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
り
、
行
為
の
際
に
他
人
(
本
人
)
の
た
め
に

す
る
こ
と
を
示
し
、
旦
つ
、
行
為
の
効
果
を
そ
の
他
人
(
本
人
)
に
帰
属
せ
し
め
う
る
と
き
は
、
自
己
の
な
し
た
行
為
に
つ
き
責
任
を
負
う

乙
と
を
要
し
な
い
が
、
本
人
に
帰
属
せ
し
め
得
な
い
か
ぎ
り
、

そ
の
行
為
に
つ
い
て
責
住
を
負
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

た
だ
、
第

三
者
は
、
効
果
を
本
人
に
帰
属
せ
し
め
得
な
い
乙
と
を
知
り
得
ベ
き
場
合
に
は
、
行
為
者
の
責
任
を
追
求
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
民
法
一
一
七
条
は
、
本
人
が
存
在
す
る
場
合
の
無
権
代
理
行
為
を
予
想
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
人
不
存

在
の
場
合
に
も
こ
れ
を
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
発
起
人
は
設
立
中
の
会
社
の
発
生
前
に
そ
の
執
行
機
関
と
し
て
な
し
た
行

為
に
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
鳩
山
・
前
掲
書
四
八
三
頁
、
同
「
無
権
代
理
人
の
責
任
を
論
ず
L

民
法
研
究
第
一
巻
一
一
九
三
頁
以
下
。

凶
田
中
・
前
掲
論
文
四
八
四
頁
、
西
本
・
前
掲
書
一
七
一
一
頁
、
竹
内
・
前
掲
判
例
評
釈
一
二
七
頁
、
杉
本
・
前
掲
判
例
評
釈
九
O
頁
。
東
京
控
判
・
昭
和

一
一
・
コ
・
一
五
評
論
一
六
巻
商
法
三
五
O
頁
、
東
京
地
判
・
昭
和
一
一
五
・
一

0
・
七
下
級
民
集
一
巻
一

O
号
一
六
O
八
頁
、
最
高
判
・
昭
和
一
二
三
・
一

0
・
ご
四

民
集
二
一
巻
一
四
号
三
ご
ご
八
頁
。

間
以
上
の
よ
う
な
無
権
代
理
人
の
責
任
と
は
別
に
、
発
起
人
は
そ
の
権
限
内
の
行
為
に
つ
い
て
も
、
法
人
格
の
な
い
社
団
の
代
表
者
と
し
て
の
責
任
を
負

う
も
の
と
解
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
株
式
会
社
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
発
起
人
の
責
任
L

北
大
法
学
論
集
二
一
巻
コ
号
ゴ
一
号
(
予
定
)

に
譲
る
。
は
お
そ
の
骨
子
は
、
私
法
一
七
号
に
発
表
し
た
。

発起人の契約

発
起
人
の
非
機
関
的
行
為

最
後
に
、
発
起
人
が
設
立
中
の
会
社
な
い
し
成
立
し
た
会
社
の
機
関
と
し
て
な
さ
な
か
っ
た
行
為
に
つ
き
、
設
立
中
の
会
社
な
い
し
成

立
し
た
会
社
は

ζ

れ
に
よ
り
生
じ
る
権
利
義
務
な
い
し
こ
れ
と
同
一
の
権
利
義
務
を
取
得
し
得
る
か
が
問
題
に
な
る
。
か
か
る
行
為
と

し
て
は
、
発
起
人
組
合
の
た
め
に
な
す
行
為
と
発
起
人
個
人
と
し
て
な
す
行
為
と
が
、

問
題
に
な
る
が
、
一
向
者
の
区
別
は
設
立
中
な
い
し
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説

成
立
し
た
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
重
要
で
な
い
か
ら
、

す
る
。

こ
こ
で
は
発
起
人
の
名
に
お
け
る
行
為
と
し
て
両
者
を
併
せ
て
考
え
る
こ
と
と

論

発
起
人
の
名
に
お
け
る
行
為
に
よ
り
生
じ
る
権
利
義
務
は
発
起
人
に
帰
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
追
認
に
よ
り
権
利
義
務
が
設
立
中
な
い

し
成
立
し
た
会
社
に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

成
立
し
た
会
社
は
、
発
起
人
の
行
為
の
時
が
設
立
中
の
会
社
の
発
生
の
前
後
ま
た
は
会
社
の
成
立
の
前
後
を
問
わ
ず
、
事
後
設
立
の
要

件
を
充
す
と
き
は
、
発
起
人
の
取
得
し
た
物
権
は
も
と
よ
り
債
権
も
自
由
に
譲
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
相
手
方
の
承
諸
を
得
て
債
務

を
引
受
け
な
い
か
ぎ
り
、
発
起
人
は
免
責
さ
れ
な
い
。
会
社
は
、
相
手
方
と
当
事
者
の
交
替
に
よ
る
更
改
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
発

起
人
の
有
す
る
と
同
一
の
債
権
債
務
を
取
得
す
る
と
と
が
で
き

乙
れ
に
よ
り
旧
契
約
上
の
債
権
債
務
は
消
滅
す
る
か
ら
、
発
起
人
は
免

責
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
発
起
人
と
相
手
方
と
の
契
約
の
さ
い
、
一
更
改
の
予
約
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
会
社
は
一
方
的
な
意
思
表
示
に
よ

っ
て
更
改
契
約
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
、
会
社
は
、
発
起
人
の
な
し
た
と
同
一
の
契
約
を
相
手
方
と
あ
ら
た
に
結
ぶ
乙

と
に
よ
り
、
発
起
人
と
同
一
の
権
利
義
務
を
取
得
し
う
る
が
、
相
手
方
が
債
務
を
免
除
し
な
い
か
ぎ
り
、
発
起
人
は
免
責
さ
れ
な
い
。

設
立
中
の
会
社
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
ら
の
行
為
が
執
行
機
関
と
し
て
有
す
る
発
起
人
の
権
限
内
に
属
す
る
と
き
は
、
同
様
で
あ
る
。

な
お
、
発
起
人
が
第
三
者
た
る
設
立
中
の
会
社
ま
た
は
成
立
し
た
会
社
の
た
め
に
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
も
と
よ
り
可
能
で
あ
っ
て
、
か

か
る
と
き
は
、
会
社
は
受
益
の
意
思
表
示
に
よ
り
そ
の
契
約
上
の
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
相
手
方
が
債
務
を
免
除
し
な
い

か
ぎ
り
、
発
起
人
は
免
責
さ
れ
な
い
。

出
発
起
人
組
合
の
名
に
お
け
る
行
為
の
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
が
組
合
代
理
の
権
限
の
範
凶
に
属
す
る
と
き
は
発
起
人
組
合
に
効
果
が
帰
属
し
、
権
限
外

の
と
き
は
発
起
人
組
合
は
こ
れ
を
追
認
す
る
乙
と
が
で
き
、
追
認
さ
れ
な
い
と
き
は
行
為
者
の
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
が
生
じ
る
(
北
沢
・
前
掲
論
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文
ご
五
六
頁
以
下
)
。
組
合
代
理
の
権
限
の
範
囲
は
一
、
一
般
に
、
会
社
の
設
立
に
必
要
な
行
為
に
限
ら
れ
ず
、
開
莱
準
備
行
為
に
も
及
ぶ
も
の
と
解
す
べ
き

で
あ
る
。
発
起
人
個
人
の
名
に
お
け
る
行
為
の
場
合
に
は
も
と
よ
り
、
そ
の
効
果
は
そ
の
発
起
人
個
人
に
帰
属
す
る
。

山
北
沢
・
前
掲
論
文
三
五
六
頁
。

発起人の契約
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